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回覧 天嶽院下自治会会員 様 

令和３年 ５月１１日 

天嶽院下自治会   

会長  大森 純一 

  ＜５月 10 日版＞ 

まん延防止等重点措置に係る藤沢市の対応について 

 
市議会議員の西さんより、まん延防止重点措置に関する最新の情報を提供して 

いただきましたので、その内容を報告致します。 

＊下線部が前回（5/8 発信）からの変更点です。 

 
 ☞藤沢市からのコロナ関連の情報入手には、当自治会が配布する藤沢市の 

“広報ふじさわ”や、回覧物、及び自治会ホームページをご活用下さい。 

   自治会ホームページ：右の QR コードからも入れます。 

URL https://chiiki-bosai.jp/group.php?gid=10423 
       当ホームページから、藤沢市のページに 

       リンクしており、コロナ関連ページにも辿り着く 
       ことができます。 

 

１．まん延防止等重点措置の概要について 
（１） まん延防止等重点措置を実施する区域（ 以下，「措置区域」という。） 

ア 4/20～ 5/11： 横浜市，川崎市，相模原市 

イ 4/28～ 5/11： 鎌倉市，厚木市，大和市，海老名市，座間市，綾瀬市 

ウ 5/12～ 5/31： 藤沢市，茅ケ崎市，横須賀市，伊勢原市，寒川町，葉山町 

 

（２） 藤沢市（措置区域外）における主な措置の内容 

ア 神奈川県民（市民）への主な要請 

生活に必要な場合を除く外出自粛の要請，路上での飲酒をしない，昼夜を 

問わずマスク飲食の実践など 

 

イ 事業者への主な要請 

①飲食店等 

・営業時間の短縮要請（20 時まで(酒類提供は終日停止(持込含む)) 

・まん延防止等の措置（事業所の消毒，手指消毒設備の設置，マスク飲食の 

周知等まん延防止等の措置の要請，飲食を主として業としている店舗に 

対するカラオケ設備提供の終日停止など） 

 

②その他施設 

・人数上限 5,000 人かつ収容率要件以下とすること（歓声等がある場合 

50％ 以内）、入場者の感染防止のための整理誘導の働きかけ等 

          ・1,000 ㎡超：20 時までの営業時間短縮要請 

          ・1,000 ㎡以下：20 時までの営業時間短縮の働きかけ 

           ※イベント開催の場合は，21 時まで 
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  ＜藤沢市市民自治推進課、及び村岡公民館から＞ 

    村岡公民館、村岡市民の家の一般利用：20 時までの利用時間短縮 

 

③イベント 

・収容人数等の要請（人数上限 5,000 人かつ収容率要件以下とすること 

（歓声・声援等が想定されるもの 50％以下， 席なしは十分な間隔、入場 

者の感染防止のための整理誘導の働きかけ等）） 

※営業時間短縮の働きかけ（ 21 時まで（酒類提供は終日停止（持込含む） 

 

 

２．藤沢市が「措置区域」に指定された主な理由等について 
  直近１週間(4/28～5/4)の人口１０万人あたりの新規感染患者数の状況が 

１３．５１人となっており，ステージⅢ相当となる１５人以上に近づいて 

いる状況、市内主要駅の乗降客数を踏まえた人流、飲食店の集積状況など 

から神奈川県が総合的に判断し，追加指定したものです。 

 

 

３．藤沢市の取組予定等について 
 （１）市長メッセージの発出 5/12(水)予定 

（２）不要不急の外出自粛等を呼びかける啓発活動 5/12(水)18 時予定 

市長,両副市長等による主要駅(藤沢駅,辻堂駅,湘南台駅)周辺の巡回 

（３）青色回転灯装備車の巡回パトロール 5/12(水)16 時～予定 

市内１３地区(地区内及び路上や公園での飲酒想定エリア等の巡回) 

（４）防災行政無線を使用した呼びかけ 5/15(土)10 時予定 

不要不急の外出自粛を促す放送を実施する予定です。 

 

                          以上 


